
海老名市公共建築工事積算要領  

 

(目的 ) 

第１条  この要領は、海老名市が発注する建築工事を請負施工に付す場合に

おいて、予定価格のもととなる工事費内訳書に計上すべき当該工事の工事

費 (以下「工事費」という。 )の積算について必要な事項を定め、もって工

事費の適正な積算に資することを目的とする。  

 

(工事費の種別及び区分 ) 

第２条  工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降

機設備工事等の工事種別ごとに行う。工事費は、直接工事費、共通費及び

消費税等相当額に区分して積算する。直接工事費については、設計図書の

表示に従って各工事種目ごとに区分し、共通費については、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費等に区分する。  

 

(工事費の構成 ) 

第３条  工事費の構成は、次のとおりとする。  

工事原価

一般管理費等

工事価格

直接工事費

共通仮設費

純工事費

消費税等相当額

工事費

共通費現場管理費

 

 

(積算基準 ) 

第４条  新築工事、増改築工事及び改修工事 (以下「公共建築工事」という。)

の積算基準については、「公共建築工事積算基準」(国土交通省大臣官房官

庁営繕部 )を準用する。  

 

 (標準歩掛り ) 

第５条  公共建築工事の標準歩掛りについては、「公共建築工事標準単価積

算基準」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 )を準用する。  

 

 (共通費 ) 

第６条  公共建築工事の共通費の積算基準については、「公共建築工事共通



費積算基準」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 )を準用する。  

 

 (数量積算基準 ) 

第７条  公共建築工事の直接工事費の算定に用いる数量は、建築工事につい

ては「公共建築数量積算基準」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部 )、電気設

備工事及び機械設備工事については「公共建築設備数量積算基準」 (国土

交通省大臣官房官庁営繕部 )を準用する。  

 

 (工事内訳書 ) 

第８条  公共建築工事の工事費の算定に用いる内訳書は、「公共建築工事内

訳書標準書式 (建築工事編、設備工事編 )」 (国土交通省大臣官房官庁営繕

部 )を準用する。  

 

 (見積書 ) 

第９条  公共建築工事の工事費の算定に用いる見積書は、「公共建築工事見

積標準書式 (建築工事編、設備工事編 ) 」  (国土交通省大臣官房官庁営繕

部 )を準用する。  

 

(公共住宅建設工事 ) 

第１０条  公共住宅の新築工事及び増改築工事の積算基準、標準歩掛り、共

通費、数量積算基準及び工事内訳書は、「公共住宅建築工事積算基準」、「公

共住宅機械設備工事積算基準」及び「公共住宅電気設備工事積算基準」 (国

土交通省住宅局住宅総合整備課監修、公共住宅事業者等連絡協議会編集 )を

準用する。  

 

(解体工事 ) 

第１１条  建物及び工作物の解体工事の積算基準、共通費及び工事内訳書は、

「県土整備局解体工事積算基準 (建物・工作物等 )」（神奈川県県土整備局）

を準用する。  

 

(その他 ) 

第１２条  本要領の規定において、別に定める場合はこの限りでない。  

 

 

 

 



附  則  

この要領は、令和６年４月１日から施行する。  

 

《平成 25 年４月１日・制定》  

《平成 27 年４月１日・一部改正》  

《平成 29 年２月 23 日・一部改正》  

《平成 29 年４月１日・一部改正》  

《平成 30 年４月１日・一部改正》  

 


